
①絶大な節税効果

②安心の終身年金

③口数変更可能
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11/25～１
2/5のキャン

ペーン期間
内に

→ご希望の方には、基金スタッフが、制度をご案内のうえ個別
加入プランを作成し、加入パンフレットと併せてお送りします。

期間中資料請求者全員に５００円分のクオカードプレゼント！（※）

１２月

１２月末

10/15ま★弁護士国民年金基金に加入すると一定の利率で
将来の年金積立ができ、終身年金を基本に確定した年金額を受
け取ることができます。さらに、毎年納付した掛金全額が社
会保険料控除の対象になり、節税効果は絶大です。

で加入でも

年内控除
 最終期限

10/15
 （必着） 最大控除額（※）

￥408,000！

手順１：まずは基金に電話！

手順１
老後の準備、もうお済みですか？

あなたの老後、
日本弁護士国民年金基金が支えます！

※プレゼント対象は、2022年11月時点で65歳未満の、日本弁護士国民年金基金に
加入資格のある未加者の方です。期間中お一人様１回限りとなります。

①絶大な節税効果

②安心の終身年金

③加入後増減口自由

加入タイプ（型）は全部で７種類あり、
途中でタイプや口数を自由に変更
可能。フレキシブルな制度です。

10/15まで加入でも

最大控除額（※）

￥408,000！

① 絶大な節税効果

③ 加入後、増減口自由

９月末までに

加入すれば

最大控除額（※）

￥476,000！

手順２

※プレゼントは2022年●月時
点で65歳未満の基金未加入の
方、期間中お一人様１階に限り
ます。

※ ※プレゼントは2022年●月時点
で65歳未満の基金未加入の方、期
間中お一人様１階に限ります。

加入申出と同時に一括納付の
 申出（翌年度３月分まで）を適用

した場合の金額です。

①税制上の優遇
 年間最大８１万６千円所得控除

②稀少な終身年金
 ６５歳から一生涯受け取れ安心

③自由な設計
加入中にプランの増減口が可能

＜キャンペーンの概要＞
【上記※１ キャンペーン期間中（11／1～11/30）、当基金に資料請求いただいた方
（先着２００名様）に、国民年金基金のご案内パンフレットに同封して、ＱＵＯカー
ド５００円分をお送りします（お一人様１回まで）。
※当基金に加入資格のない方、過去のキャンペーンでプレゼント贈呈した方は対象外です。

【上記※２】さらに、上記の期間中、当基金に「加入申出書」をご提出いただいた方
で、当基金の加入要件を満たしている方（先着１００名様）に、翌月に発行される加
入員証と一緒にＱＵＯカード５００円分をお送りします（お一人様１回まで）。
※過去に資料請求がお済みの方で、期間中に加入申出書をご提出された方も対象です。

  ※期間中に加入申出書のご提出がされていても、当基金に加入資格のない方は対象外です。

キャンペーン期間

２０２２ 年 １１月1日～１１月3０日

ご好評につき
第２弾！

＜キャンペーンへの参加方法（資料請求方法）＞
本キャンペーンに参加をご希望の場合は、このチラシの下部↓資料請求フォームに必要

事項をご記入の上、本チラシを当基金宛てにＦＡＸ送信（03-3581-3720）いただくか、
当基金にお電話又はご来会でも受け付けております。

期間中、当基金に資料請求をされた方※１
先着２００名様に、

国民年金基金
広報キャラクター
kokky

★さらに、同期間中

当基金に加入申出をされた方※２に、

上記※１

上記※１

掛金全額（年間最大81万6千円）が社会保険料控除対象。夫婦で
加入し、配偶者分も負担すれば、2名分控除可能です。

【ＷＥＢ資料請求】  
右の二次元コードから
資料請求ができます！→
※下記お問合せに記載したＵＲＬからも

資料請求が可能です。

【お問合せ】
日本弁護士国民年金基金 TEL：03-3581-3739
URL:https://bknk.or.jp/
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階

【FAX資料請求】
FAX：03-3581-3720

※本書面を上記のFAX番号に送信してください。

氏名：
登録番号：
電話番号：
送付先：〒

令和８年１２月分掛金から、掛金額の上限が引き上げられます！！

令和７年１２月２４日に「国民年金基金令等の一部を改正する政令」（令和７年政令第４４２号）が公
布され、国民年金基金の掛金において、令和８年１２月分掛金より、上限額が６８，０００円から７５，
０００円へと引き上げられることが予定されています（※）。

これにより、令和９年度以降の社会保険料控除額は最大で９０万円、配偶者分も負担すれば最

大で１８０万円の控除となります。

この機会にぜひ加入をご検討ください！！

（※）令和８年１２月以前の加入の場合、掛金上限額は変わらず
６８，０００円となりますので、７５，０００円の掛金額をご希望の場合、
令和８年１２月以降に加入または増口していただく必要がございます。

受給期間限定の確定年金が多い中、当基金は数少ない終身年
金。加入時に受給額が確定するので、長い老後も安心です。

加入タイプ（型）は全部で７種類。途中でタイプや口数を自由に変
更可能。フレキシブルな制度です。
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